
政
令
第

号

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

一
・
二

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

－

第
二
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
七

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

二
十
八

一
・
四

ジ
オ
キ
サ
ン

－

第
三
条
の
三
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十

六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
七
号
を
削

り
、
第
二
十
八
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
二
十
九
号
か
ら
第
五
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
に
次
の
六
号
を



加
え
る
。

五
十

ク
ロ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
（
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
を
除
く
。
）

五
十
一

マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

五
十
二

鉄
及
び
そ
の
化
合
物

五
十
三

銅
及
び
そ
の
化
合
物

五
十
四

亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

五
十
五

フ
エ
ノ
ー
ル
類
及
び
そ
の
塩
類

別
表
第
一
第
一
号
ニ
中
「
掘
さ
く
用
」
を
「
掘
削
用
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
ヘ
中
「
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「
蒸
留
施
設
」

に
改
め
、
同
表
第
十
六
号
中
「
め
ん
類
製
造
業
」
を
「
麺
類
製
造
業
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
号
ロ
中
「
さ
く
酸
エ
ス
テ
ル

製
造
施
設
」
を
「
酢
酸
エ
ス
テ
ル
製
造
施
設
」
に
、
「
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「
蒸
留
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
メ
チ
ル
ア

ル
コ
ー
ル
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
蒸
留
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ニ
、
同
表
第
三
十
号
ロ
、
同
表
第
三
十
一

号
イ
及
び
同
表
第
三
十
三
号
ホ
中
「
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「
蒸
留
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
溶
剤
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「

溶
剤
蒸
留
施
設
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
五
号
イ
並
び
に
同
表
第
三
十
七
号
ニ
、
ホ
及
び
ト
か
ら
リ
ま
で
の
規
定
中
「
蒸
り
ゆ



う
施
設
」
を
「
蒸
留
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
蒸
留
施

設
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
八
の
二

界
面
活
性
剤
製
造
業
の
用
に
供
す
る
反
応
施
設
（
一
・
四

ジ
オ
キ
サ
ン
が
発
生
す
る
も
の
に
限
り
、
洗
浄

－

装
置
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
四
十
号
中
「
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「
蒸
留
施
設
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
五
号
中
「
フ
ル
フ
ラ
ー
ル
蒸
り
ゆ
う

施
設
」
を
「
フ
ル
フ
ラ
ー
ル
蒸
留
施
設
」
に
改
め
、
同
表
第
五
十
一
号
ロ
中
「
原
油
常
圧
蒸
り
ゆ
う
施
設
」
を
「
原
油
常
圧
蒸

留
施
設
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
六
号
の
七
を
同
表
第
六
十
六
号
の
八
と
し
、
同
表
第
六
十
六
号
の
六
を
同
表
第
六
十
六
号
の

七
と
し
、
同
表
第
六
十
六
号
の
五
中
「
第
六
十
六
号
の
七
」
を
「
第
六
十
六
号
の
八
」
に
改
め
、
同
号
を
第
六
十
六
号
の
六
と

し
、
同
表
第
六
十
六
号
の
四
を
同
表
第
六
十
六
号
の
五
と
し
、
同
表
第
六
十
六
号
の
三
を
同
表
第
六
十
六
号
の
四
と
し
、
同
表

第
六
十
六
号
の
二
ロ
中
「
洗
た
く
施
設
」
を
「
洗
濯
施
設
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
六
十
六
号
の
三
と
し
、
同
表
第
六
十
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
六
の
二

エ
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
又
は
一
・
四

ジ
オ
キ
サ
ン
の
混
合
施
設
（
前
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

－

別
表
第
一
第
六
十
七
号
中
「
洗
た
く
業
」
を
「
洗
濯
業
」
に
改
め
る
。



別
表
第
三
第
三
十
四
号
中
「
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
二
」
を
「
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
中
「
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
二
」
を
「
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
七
第
一
号
中
「
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三
か
ら
第
六
十
六
号
の
七
ま
で
」
を
「
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
四

か
ら
第
六
十
六
号
の
八
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

３

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
の
六
の
項
中
「
第
六
十
六
号
の
二
ハ
」
を
「
第
六
十
六
号
の
三
ハ
」
に
改
め
る
。



理

由

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
等
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
物
質
を
有
害
物
質
と
し
て
指
定
す
る
等
の
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


